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まちづくり三法の見直しについて 
 
１．まちづくり三法改正の背景 
 
●中心市街地の衰退 

○郊外開発等による「まちの郊外化」 
・郊外居住の進展 
・公共公益施設の郊外移転 
・大規模商業施設やロードサイド店等の
郊外立地 

○中心市街地自体の魅力の低下 
・郊外への店舗移転 
・中心市街地での空き店舗の発生 
・消費者ニーズへの対応の遅れ等 

 
 

 
 
 
 
○大規模商業施設や公的施設
の郊外立地抑制 

 
○商業施設、事業所、住宅、
公的施設等の中心市街地へ
の誘導 

コンパクトなまちづくりの 
推進 

 
 
 
 
 
 
●新たな環境の変化 

○人口減少・高齢化の進展 
○財政の選択と集中化の必要性の増大 

 
 
 
２．まちづくり三法とは 

 
 
３．都市計画法、中活法の改正による中心市街地再生の推進 
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４．都市計画法の主な改正点 
 
●大規模集客施設の立地規制 
 ・大規模集客施設（床面積１万㎡を超える店舗、映画館、展示場等）の立地を制限 
用途地域 住居専用地

域 
工業地域等 商業・近隣商

業地域 
準工業地域 白地地域 

現 行 × ○ ○ ○ ○ 
改正後 × × ○ △ × 

 △ ；準工業地域への大規模集客施設の立地規制が、中心市街地活性化基本計画認定の

前提条件 
 
●準都市計画区域制度の見直し 
 ・農地を含む土地利用の整序が必要な区域等に広く指定できるようにするとともに、指

定権者を都道府県に変更 
 

●開発許可制度の見直し 
 ・公共公益施設についても開発許可の対象に 
 
●都市計画制度の柔軟化・軌道化 
 ・大規模集客施設の立地が規制される地域における用途を緩和する地区計画制度の創設 
 ・都市計画提案権者の範囲の拡大（開発事業者も都市計画の提案が可能） 
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５．中心市街地活性化法の主な改正点 
 
（１）基本理念・責務規定規定の創設 
  ○中心市街地活性化に向けた基本理念を創設 
  ○国、地方公共団体及び事業者の責務規定を創設 
 
（２）国による「選択と集中」の仕組みの導入 
  ○中心市街地活性化本部の創設 
   ・内閣府内（本部長は、内閣総理大臣） 
   ・基本計画の内閣総理大臣による認定制度 
 
（３）支援制度の大幅な拡充 
 

○都市機能の集積促進 
 ｏ「暮らし・にぎわい再生事業」の創設 
 ｏまちづくり交付金の拡充 
 ｏ中心市街地内への事業用資産の買換え特例の創設 
 ｏ市街地整備推進機構の拡充（非営利法人も指定対象に） 
○街なか居住の推進 
 ｏ「中心市街地共同住宅供給事業」の創設 
 ｏ街なか居住再生ファンドの拡充 
○商業等の活性化 
 ｏ中心市街地における空き店舗への大型小売店舗出店時の規制緩和 
 ｏ「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業」の拡充 
 ｏ商業活性化空き店舗活用事業に対する税制等の拡充 
○その他 
 ｏ公共空き地等の管理制度、共通乗車船券の特例の創設 等 
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